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海外生活者の基準 
 

 

日本の高等学校在学者または高等専門学校の 3年まで、または中等教育学校の 4年から 6年に在学の生

徒で本連盟の「メイク・フレンズ憲章」を厳守できる生徒。 

・英語のネイティブスピーカーは不可。 

・以下の海外生活経験者等の条件に該当する者はチームに 2名以内： 

(1)英語を第 1言語とする国で 12ヶ月以上滞在経験のある生徒（就学前の滞在は不問） 

(2)英語を第 2言語とする国の出身である生徒（就学前の滞在は不問） 

(3)家庭で常用的に英語を使っている生徒 

 

ただし、該当生徒で各試合に出場できるのは 1名以内（試合ごとの変更は可能）。 


